
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

「道路交通法 施行規則第 9 条の安全運転管理者の業務」の変更により、2023 年 12 月 1 日からドライ

バーに対してアルコール検知器を用いて酒気帯びの有無について確認することが義務化される予定です。 

 

義務化に伴い、センターの管理者業務として以下の措置を行います。 

１．2023 年 12 月 1日以降、実施しなければならない安全運転管理者業務 

 （1）ドライバーに対し、運転の前後に酒気帯びの有無について、「目視等」による確認に 

加え、「アルコール検知器」を用いて確認すること 

 （2）確認した内容を記録し、その記録を 1年間保存すること 

 （3）「アルコール検知器」を常時有効に保持すること。 

 

２．アルコールチェック対象者 

 （1）事務局用車両を運転する者 

 （2）センターが貸し出す車両を運転する者 

 

※今後の課題として、会員本人が自車を運転する場合（センターから依頼された就業等）への対処をどのよ

うにするのか検討していきます。 

 

 

令和 5 年 10 月 18 日（水）にホテルメトロポリタン仙台にお

いて、「女性会員拡大イベント」が開催され、入会を検討されてい

る方々など、30 名の皆さんが参加されました。 

イベントは 2 部構成で行われ、1 部では e スポーツや BTOC

（運転技能向上トレーニングアプリ）の体験、2 部はティータイム。

e スポーツでは、はじめてのスリリングな体験などに皆さん真剣に

（楽しく！）取り組んでいらっしゃいました。 

また、2 部のティータイムは、センターを知っていただくための

体験談の披露や会員の皆さんとの懇談会を行い、終始和やかな雰囲

気で談笑されていました。 

  北 部 支 部 TEL375-1370 FAX375-1399 

本 部 TEL214-6262 FAX214-6264 
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秋が駆け足でやってきて、朝晩は冷え込むようになりま

した。今年の紅葉は高温・少雨の影響で見栄えに影響があ

るかもしれませんが、お出かけにはいい時期ですね。外出

される際は、急な天候の変化に対応できる備えを忘れず、

また交通事故にあわないよう十分に気をつけましょう！ 

 

「支援要請活動」を実施しました！ 

 
新たに就任された橋本市議会議長、鈴木副議

長を訪問し、補助金の確保や公共事業の受注等

について特段の配慮をいただくよう、全国シル

バー人材センター事業協会定時総会で決議さ

れた決議文を手交しました。また、市関係部局、

外郭団体等への支援要請も行いました。 

 
白川理事長・橋本議長・鈴木副議長 

 

行政区別ブロック代表・地域班長合同会議開催について 

 11 月 7 日(火)から 11月 22 日(水)にかけて行政区別ブロック代表・地域班長合同会議を区ごとに計

5 回開催します。会議では、事務局からの連絡事項、意見交換等の内容を予定しております。 

※該当の方には、別途ご案内を差し上げます。 

アルコールチェックの義務化について 

 
 

 

頒布物のご案内 
数に限りがあります。お早めに！事務局へ 

文字が大きく見やすい！  

月別ｶﾚﾝﾀﾞｰにメモ欄と備忘欄を設け、使いやすい！ 

 

全シ協発行の 「2024 年版会員手帳」 一冊 297 円（税込） 

会員手帳 

2024 

女性会員拡大イベントの開催 

真剣！・・集中！・・・ 

！ 

三浦理事に「就業中のエピソード」をご紹介いただきました♪ 

令和5年9月末日現在

会員数 2,889人（男性1,940人・女性949人）
前年比　　＋82人
契約金額 591,072 千円（派遣事業含む）
前年比　　107.0％

白川理事長も一緒に談笑中・・・☺ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ユニフォーム販売 

建物の設備点検などの実施により、休館日は原則、

電話以外の窓口業務はお休みさせていただきます。 

11 月 

12 月 

11 月 21 日（火）22（水） 

12 月 19 日（火） 

 

職群班班員募集！ 

 植木剪定・除草（機械刈）・除草（手刈）・清掃（建物・施設） 

経験者はもちろんのこと、積極的にチャレンジしてみたい方は、 

本部・北部支部各事務所までご連絡ください。 

 

Ｌサイズ在庫切れ、注文中 

好評をいただき、現在ジャンパーL サイズが品切れとなっております。 

追加注文をかけておりますが、お待ちください。予約は、承ります。 

ご希望の方は、ご連絡ください。入荷しましたら、ご連絡いたします。 

7 月から開始したスマホ教室が、早くも 10月末時点で計 11回終了いたしました。 

12 月末までのスマホ教室につきましても、10 月初旬にご案内を郵送させていただきましたが、今回も非

常に人気で、予約が埋まり、受付終了となりました。多数のお申込みをいただき誠にありがとうございます。

残念ながら、今回ご予約出来なかったという方は、今後開催のご案内をお待ちください。また、スマホ教室

に参加したけど操作方法を忘れてしまったという方は、Smile to Smile の登録操作等のマンツーマン指導

を受けられるデジタルサポート窓口も是非ご利用ください。ご利用の際は、デジタルサポート窓口(022-

214-6262)までご予約をお願いします。 

 

 

☆スマホ教室についてご報告☆ 
 

また、スマホ教室の参加者を対象にアンケートを実施しましたのでご紹介します♪ 

・問題点が解決しました。とても良かったです。 

・自分では出来なく、このような場を設けていただき心より感謝申し上げます。 

・スタッフさんのていねいな対応ありがとうございます。 

・ていねいで分かり易く、何度でも教えてくれて、本当に感謝でした。うれしかったです。 

・こんなに便利な情報があったとは知りませんでした。 

等々、感謝のお言葉を沢山頂戴いたしました！ 

 

 

今年度は事故の件数が増えています！！ 

特に 9 月は非常に多くの事故があり、本部、北部支部合わせて 10件発生しました。 

そのうち傷害事故が 8件、賠償事故が 2 件、幸い重篤事故は起こってはおりませんが、傷害事故の

8 件のうち 5 件は転倒に起因する事故でした。ほとんどがちょっとした不注意、気の緩みから起き

てしまった事故であり、気を付けていれば防げるものでした。 

 

これから冬場に向けて、足元が悪くなり、積雪や凍結で転倒リスクが高まります。よ

り一層注意していただきたいと思います！ 

 

事故多発中！！ 
 

注意喚起！

北部支部による「奉仕活動」を開催しました！ 

 
10 月 13 日（金）、北部支部の事務所が入っている泉区役所へ感謝の気持ちを込めて 

『泉区役所敷地内の除草・清掃による「奉仕活動」』を行いました。 

泉区内の各ブロック・各職群班から多くの会員の皆さんにご参加頂き、秋晴れの気持ちの良

い朝に仲間との会話を楽しみながらの作業となりました。ここに区役所の新庁舎が建つの

が楽しみですね。 

 

ご参加いただいた皆様、大変お疲れ様でございました。 

 

※年末年始のお知らせ   12/29～1/3 は年末年始休業です。 


